
船舶事故調査報告書 

令和７年１１月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和７年２月２８日 １１時０８分頃 

発生場所 神奈川県横須賀市猿島東方沖 

横須賀港走
はしり

水
みず

物揚場防波堤灯台から真方位３３０°１.１海里付近 

 （概位 北緯３５°１６.８′ 東経１３９°４３.３′） 

事故の概要  遊漁船第二三喜
み き

丸は、北進中、また、プレジャーボートFARO
フ ァ ロ

は、船

首を北方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和７年４月１０日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 第二三喜丸、１５トン 

   ＫＮ２－１７５７（漁船登録番号）、個人所有 

   第２３５－３２７６６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート FARO、１.３トン 

   ２３５－５７０８３神奈川、三井住友ファイナンス＆リース株

式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船外機のカバーに破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客８人を乗せ、遊漁の目的

で、横須賀市沖に向けて、神奈川県横浜市柴漁港を出航した。 

 船長Ａは、釣り客に釣果がなかったので、釣り場を移動することと

し、猿島東方沖において魚群探知機の画面に意識を向けながら、Ａ船

を約１～２ノットの対地速力で北進させていた。 

 船長Ａは、船首方に目を向けたところ、至近にＢ船を認め、右舵を

取るとともに主機を後進に操作したものの間に合わず、Ａ船の船首部

とＢ船の船尾部とが衝突した。 

 船長Ａは、両船に負傷者がいないことを確認するとともにＢ船の損

傷状況を確認した後、１１８番通報した。 

 Ａ船は、海上保安庁の調査を受けた後、遊漁をしてから柴漁港に

戻った。 

 船長Ａは、平成３１年３月２０日に神奈川県知事から遊漁船業者の

登録を受けていた。 



 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、猿島東方沖

において船首を北方に向けて漂泊しながら釣り中、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、北進中、船長Ａが、周囲の見張りを行っていなかったこと

から、Ｂ船の存在に気付かず、船首方に目を向けた際に至近にＢ船を

認め、右舵を取るとともに主機を後進としたものの間に合わず、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、釣り客に釣果がなく、魚影を探すこととして魚群探知機

の画面を見ることに意識を向けていたことから、周囲の見張りを行っ

ていなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、船首を北方に向けて漂泊中、船尾方から接近したＡ船と衝

突して船外機のカバーが破損したものと考えられるが、船長Ｂから必

要な情報が得られなかったことから、Ｂ船が衝突に至った状況を明ら

かにすることができなかった。 

原因  本事故は、Ａ船が北進中、Ｂ船が船首を北方に向けて漂泊中、両船

が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の船長は、航行中、魚群探知機の画面だけに意識を向け

ることなく、周囲の見張りを適切に行うこと。 

 ・船長は、漂泊中であっても、他船が自船に気付かずに航行してい

る場合があるので、常時、適切な見張りを行うこと。 

 


